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会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称  第７回水戸市総合企画審議会 

 

２ 開催日時  平成 25 年７月４日（木） 午後２時から午後４時 30 分まで 

 

３ 開催場所  本庁舎前議会臨時庁舎２階 全員協議会室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 水戸市総合企画審議会委員 

岩上堯，大久保博之，川上美智子，鹿倉よし江，上甲宏，中山義雄，八木岡努，

山川庫，井上綾子，江尻加那，高倉富士男，田中泉，田中真己，出井滋信， 

寺門忍，袴塚孝雄，林寛一，藤澤二三夫，山田稔 

(2) 執行機関 

田尻充，秋葉宗志，小田木健治，三宅陽子，坪井正幸，石丸美佳，飛田尚亨， 

小野瀬嘉行，保科竜吾，酒井隆行 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1) 水戸市第６次総合計画・骨子「素案」について（公開） 

 (2) その他（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  ０人 

 

８ 会議資料の名称 

資料１ 水戸市第６次総合計画・骨子「素案」 

参考資料 水戸市第６次総合計画・骨子「素案」の概要・ポイント 

 資料２ 水戸市第６次総合計画 策定スケジュール（案） 

資料３ 平成25年度における水戸市第６次総合計画策定に当たっての市民参加につ

いて 

 資料４ 水戸市第６次総合計画基本構想「素案」の意見公募手続の結果について 
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９ 発言の内容 

 

【執行機関】皆様，こんにちは。 

本日は，お忙しいところ御参集いただきまして，ありがとうございます。 

定刻となりましたので，ただいまから，第７回水戸市総合企画審議会を開

催させていただきます。 

     議事に先立ちまして，議会選出のお二人の委員の変更がございましたので，

御紹介させていただきます。 

     水戸市議会議員，  委員でございます。 

【  委員】  です。今回から委員に加わらせていただきました。どうぞよろしく

お願いいたします。 

【執行機関】続きまして，水戸市議会議員，  委員でございます。 

【  委員】  でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【執行機関】よろしくお願いいたします。 

     それでは，会長に議事の進行をお願いいたします。会長，よろしくお願い

いたします。 

【会  長】それでは，議事に先立ちまして，一言，御挨拶申し上げたいと思います。 

     本日は，皆様方には，業務御多忙の中，御出席をいただきまして，まこと

にありがとうございます。 

暦の上では，今度の日曜日が小暑ということで，そろそろ暑さが身に応え

る時分といわれております。昨年の水戸，関東地方の梅雨明けは７月 17日と

いうことでございまして，今年もそのうち梅雨が明け，本格的な夏が来ると

いう時分かと思っております。 

     本日の議案は２件でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し

上げまして，簡単ではございますが，挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

それでは，座ったままで失礼いたします。 

     議事に先立ちまして，本日，  委員が所用のため欠席との連絡を受けて

おりますので，御報告申し上げます。 

     また，  委員，  委員，  委員につきましては，所用のため，途中

で中座をさせていただく御予定でございます。よろしくお願いいたします。 

     それから，本日の会議録署名人につきまして，  委員と  委員にお願

いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

     それでは，議事に入らせていただきます。 

     まず，（１）第６次総合計画・骨子「素案」につきまして，事務局から説明

をお願いいたします。 

【執行機関】（第６次総合計画・骨子「素案」について説明） 

【会  長】ありがとうございました。 
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     さきほど，会議録署名人につきまして，  委員と  委員にお願いした

いと申し上げましたが，  委員が中座されますので，  委員と  委員

にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

     それでは，ただいま御説明をいただきました第６次総合計画・骨子「素案」

につきまして，これまでの審議を踏まえて，取りまとめたものでございます。

今回は，修正や追加のあった点を中心に審議を進めてまいりたいと思ってお

ります。 

また，資料のボリュームが非常に多いということがございますので，関連

の深い項目ごとに審議をお願いしたいと思います。 

資料１の表紙の裏側の目次のところをもう一度ご覧いただきたいと思いま

す。まず，Ⅱの基本構想というのがございます。これは，第１から第５まで

ございます。そして，Ⅲの基本計画が続いております。このうち，第１の基

本的指標，第２の都市空間整備計画というものがございます。ここまでを一

つのブロックということで，御意見，御質問がございましたら，お願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

【  委員】よろしいですか。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【  委員】ここにいる委員の方に聞いていただきたいことがありまして，話をさせ

ていただきます。というのは，水戸から県北におけるお産の体制なんですけ

れども，現在，水戸で保っているので，県北のお産が何とか成り立っている

という部分があるんですけれども，実際問題，今，水戸で産科医の先生が体

をこわしまして，お産ができなくなってしまった。そうすると，年間 300 人，

400 人の方がお産ができなくなります。それと，もう一つ，一番お産を多く

やっていた総合病院，ここが産婦人科医８人体制だったものが，今度４人体

制になります。さらに，お産をやめるという話が出てきています。ここだけ

で 600 人以上がお産をしています。水戸だけで 1,000 人くらいのお産ができ

なくなります。それから，これにより，県北も全然お産ができなくなります。

ですから，この問題と関係ないんですけれども，一応，水戸のこれからの総

合計画として，お産のできる場所，そういうことも少し考えていかなきゃな

らないかなということで，ちょっとここにいる皆さんに知っていただきたい

と思います。 

以上です。 

【会  長】ただいま  委員から，御意見を頂戴いたしました。ありがとうござい

ました。水戸市から県北にかけてのお産，産婦人科の現状ということで，事

務局のほうで何かございますか。 

【執行機関】ただいま  委員から御提案いただきました産科医の減少の件につきま

しては，昨日，水戸市長が座長を務めております県央地域首長懇話会，県央

の９市町村の中でも，やはり重要な課題だということで，水戸市だけでなく，
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県央地域，あるいは県を巻き込んで，小児科医，さらには産科医というもの

の確保に努めていく必要があろうという議論を進めているところでございま

す。 

総合計画におきましても，個別の部分にはなりますが，26 ページ，27 ペー

ジの「医療環境の充実」等の項目におきましても，当然，そういった産科医，

あるいは小児科医の確保というものにつきましても，十分配慮して，主要施

策として捉えていきたいというふうに考えております。 

【会  長】よろしいですか。 

【  委員】こういう現状があるということだけ知っていただければ。 

【会  長】あと，いかがでございましょうか。 

  委員，何かございますか。 

【  委員】非常に良くできていると思っているのですが，26 ページの食育の推進の

ところが，市だけではなかなか進まないだろうと思うんですね。ここの関係

機関のところが，大学とか，あるいは関係機関を含めてやっていかなきゃい

けないと思います。 

【会  長】ただいま  委員から，26 ページの食育の推進というところで，事業主

体が市になっているところに，関係団体，あるいは関係機関ということも加

えられてはどうかということでございますが，どうでしょうか。 

【執行機関】御意見を踏まえまして，追加，修正をさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

【  委員】一つ，よろしいでしょうか。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】同じような話なんですけれども，観光協会は水戸観光協会でありまして，

水戸市観光協会という表現ではないんですよ。ただ，41ページの２番，６番

と 42 ページの９番，10 番には市観光協会と出ておりますので，市観光協会

というのは，正直，水戸市観光協会みたいなイメージになってしまうので，

できれば市という文字を外していただければと思います。 

【会  長】観光協会ということですね。 

【  委員】それで十分分かるのではないかと思います。 

【会  長】事務局のほうはどうでしょうか。 

【執行機関】ただいまいただきました御意見でございますが，その他の項目におきま

しても，いわゆる市の外郭団体と呼ばれております，例えば市の国際交流協

会，こういったものは県にもございます。そのような関係から，市の関係す

る水戸市の国際交流協会なのか，あるいは県の国際交流協会なのかというこ

とが分かりづらいということで，外郭団体と関連の深い団体につきましては，

固有名詞ではなく，分かりやすいという視点で，市の何々団体という表記の

整理，統一をさせていただきたいというふうに考えております。ただいま  

 委員から御意見もございましたので，再度，取扱いについては，十分検討
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してまいります。 

【  委員】観光関連の方の総会等にまいりますと，水戸市観光協会と表現していら

っしゃる方がかなりありますので，さらに混乱や誤解を招くような表現では

ないかなと思ったものですから，あえて申し上げました。 

【会  長】ありがとうございました。 

  委員，いかがでしょうか。 

【  委員】ただいま  委員からありましたが，食育の推進ということなんですが，

この点につきましては，私たちも学校の菜園ですとか出前講座等々をやった

り，地産地消という形で，学校給食に積極的に市の農産物をお送りするよう

に心がけているのですが，これをもう少し力強く推進してまいりたいという

ふうに思っております。 

【会  長】ありがとうございます。 

  委員，ございますか。 

【  委員】前回，御指摘をさせていただきましたオール・イン・イングリッシュで

すが，どうしてもちょっと気になりまして，理由が，県内はそれで進めてい

るということですが，なぜ，わざと間違った文法で，しかも片仮名で進める

必要があるのかなというふうに思います。できれば，本当は英語で表記した

ほうがいいと思いますし，内容も踏まえたほうがいいでしょうし。 

【執行機関】ただいまの御指摘についてでございますが，文法としては御指摘のとお

りオール・イン・イングリッシュということでございますが，言い方とか活

用の仕方というか，一般的にどうしても片仮名になってしまいますと，略し

てしまっている部分がございまして，それで県のほうではオールイングリッ

シュということで，使いやすく，言いやすい言い方を使っているということ

で整理していると思うのですが，ただいまの御指摘を踏まえまして，再度，

こちらの表現につきましては，検討させていただきます。 

【  委員】もしかしたら保護者の方から指摘があるかもしれないので，その前にち

ゃんとした理由付けとか考えていただけたらと思います。 

【会  長】ありがとうございました。 

  委員，いかがでしょうか。 

【  委員】よろしいですか。９ページのところで，今回，２の(4)，(5)のところで

修正が入っているのですが，なぜここで修正するのかというのがよく理解で

きなくて，ここは，そもそも拠点の話ですよね。今日，配っていただきまし

た図２ですと，赤とかオレンジとか青のことをいっているところのはずなん

です。まず，４番に広域的交通ネットワークが出てきますが，これは 11ペー

ジの４番の話のはずなので，ここに出てくるのはおかしいというのが１点で

す。 

     それから，同じ(4)にあります拠点間の機能連携ネットワークですが，以前

のものは，図２の赤い矢印のところは公共交通でやりますよということが明
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記されていて，青の県庁とか西流通センターとかの点線で結んであるところ

は，公共交通でやるとかというのは何も掲示されていなかったのですが，こ

れで見ると，青いところも交通でやるようにも読めてしまうので，なぜ，以

前はすっきりしていたのに，こういうふうになっちゃったのかなということ

で，戻していただいたほうが分かりやすいかなというふうに思います。 

     それから，(5)ですが，これも今の位置づけとしては，さきほど申しました

ように，図２の赤とか青とかオレンジとかの話をしているはずなのに，この

(5)というのは，恐らくこの黄色で書いてある市街地全体で公共交通，歩行者

空間，自転車走行空間という話にならないといけないのかなと。そうでなく

て，例えば都市核の中で自転車をがんばっていきますというのであれば，そ

ういうふうに書いていただかなければいけないと思いますし，ちょっとその

辺がここに入ってきたことによって，かえって何を意図しているのかが分か

らなくなっているようなので，その辺をお伺いしたいと思います。 

【会  長】ありがとうございました。ただいまの  委員からの御意見，いかがで

ございましょうか。 

【執行機関】ただいまの  委員からの御意見でございますが，今回，新たに広域的

な交通ネットワークといった文言を出させていただいておりますが，こちら

につきましては，図２でお示ししております道路体系ですとか，鉄道等の広

域ネットワークというものを意識しながら，都市間連携，交流の推進を進め

ていくといったものを，この都市空間整備計画概念図でもお示ししたいとい

うことでございまして，こういった文言を付け加えさせていただきました。 

【  委員】それは 11 ページに書いてあることですよね。11 ページの４番の交流ネ

ットワークづくりに書いてあることなんじゃないですか。なぜ２番の都市核

のところに文言として出てくるのですか。 

【執行機関】11 ページに書いてありますネットワークづくりにつきましては，当然，

こちらも外に対しての意識というものでございますが，その資源同士の連携

ですとか，ネットワークも強化していかなければならないという視点から，

こちらについても，ネットワークについては必要だという考えでまとめてお

ります。 

【  委員】それは広域ではないでしょう。資源同士のネットワークというのは，広

域ではないですよね。 

【執行機関】それですので，４番につきましては，回遊性の高いネットワークという

ことで，広域というよりは，水戸市内部での連携，ネットワークについての

ものをお示ししているということで考えてございます。 

【  委員】ということなんでしょうか。まずは，「広域的な交通ネットワークや拠点

間の機能連携ネットワーク」と書いてありますよね。だから，これは狭く読

めば，拠点間の交通とは書いていないですよね。それは以前のものをそのま

ま引き継いでいると思うのですが，そこはこの表現が誤解されやすいなと私
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が２番目に言った話ですよね。 

     １番目に申し上げたのは，広域的な交通ネットワークがここに入ってくる

ことはおかしいのではないかということ，そして，２番目は，拠点間の基本

連係は大事なんですが，それを交通で連携させるかのように誤解されるのは

まずいと思うということです。いかがでしょうか。 

【執行機関】確かに御指摘のとおり，機能連携ということにつきましては，必ずしも

公共交通で結ぶものではないということではございますので，そちらにつき

ましては，誤解されないように，分かりやすい表現につきまして検討してま

いりたいと考えてございます。 

【  委員】１点目の広域交通がここに入ってくる，本来４番に入れるべきだという

点については。 

【執行機関】ここでうたっております広域的な交通ネットワークの考え方であります

けれども，やはり都市核，あるいは拠点の機能強化を高めていくためには，

それぞれ都市中枢機能，そこの商業業務，あるいは各種産業というものの都

市中枢機能を高めていく必要があり，そのため，図２にもあります交通ネッ

トワークにつきまして整備を進めていく必要があるという考え方でございま

す。 

     こちらの図２にあります交通ネットワークにつきましては，当然，高速道

路，主要幹線道路，鉄道等がございますけれども，そういった広域につなが

る交通ネットワークを活用して，それぞれ都市核，あるいは生活拠点，地域

産業系拠点といった拠点の機能性を高めていくという考え方で，こちらの２

の「都市核・拠点の機能強化」という視点から位置づけているというもので

ございます。 

【  委員】そうしますと，今の御説明だと，広域という言葉の使い方が，かなり曖

昧ですよね。市内の拠点間という意味で広域という言葉を使っていらっしゃ

るということですか。 

     ですから，具体的に，図２の青い線，青い拠点が高速道路のそばにあれば，

青い拠点を結ぶのに高速道路を使いますという説明は分かるんですけれども，

青い線で結んでいるのは，せいぜい一級国道を少しかすめるかどうかという

ぐらいですよね。一級国道をもって，広域ネットワークとおっしゃってると

いうことなんですか。市内の 50号バイパスというのが，そこでおっしゃる広

域ネットワークという呼び方をされているということですか。 

【執行機関】ただいま  委員から御指摘ありました，それぞれの拠点，産業系拠点，

あるいは都市核を結ぶものについて，高速道路に隣接してインターチェンジ

を活用したということに直接結びついていない部分もありますけれども，そ

れを経由して，例えば市内の国道 50号バイパス，国道６号，こういった広域

的な幹線道路，主要幹線道路を使っての都市間の連携，それによっての都市

核の機能強化を図っていこうという考え方でございます。 
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【  委員】それだったら，２番にも４番にも入らないということで，11ページの４

番に対応して，もう一つ項目を立てないといけないんじゃないですか。 

     ２番のネットワークでは，抜けてるよと。業務地域と市外を結ぶ交通が 11

ページの説明では抜けているから，それがもう一つ必要だという御説明です

よね。違いますか。ちょっとそこが，もう一つはっきりしないんです。 

     市内同士を結ぶときに，高速道路を経由して移動するということがあれば，

この表現でいいんですが，この図を見る限り，そうではないですよね。そう

すると，市外と拠点をつなぐときに，高速を降りて 50号で行くと便利ですね

というお話をなさいましたよね。 

【執行機関】この９ページの(4)の表現が，どこで切るのかによって読み方が違うとい

うことでございますけれども…… 

【  委員】いやいや，(4)にそもそも広域的な話が入っているのがおかしいのではな

いかということです。(4)というよりは，大きな２番ですね。大きな２番に広

域的の話が以前にはなかったのに，今回いきなり入ってきているんですけれ

ども。 

【執行機関】これにつきましては，それぞれ都市核，拠点の機能を高めていくために

は，水戸市内だけでなく，外側との機能連携というものも必要であろうとい

うことで，そのための交通ネットワークというものを確立していきたいとい

う考え方でございます。 

     そういう意味からしますと，委員御指摘のとおり，(4)について，どこが広

域的な交通ネットワークで，どことどこを結ぶのかというところの表現が不

完全だという部分もございますので，それについては，内容等について見直

ししていきたいというふうに考えております。 

【  委員】そういうネットワークが大事だということは，どこから出てきたんです

か。全体のスマートシティを目指していくという話と矛盾してこないんでし

ょうか。 

     要するに，大事なところに力をかけていこうという話でずっと来ているの

に，いきなりこれまでなかったような外と個々を結ぶ連携の交通ネットワー

クが大事だというお話が入ってきたように感じるんですが，それは優先順位

として本当に高いのでしょうか。 

【執行機関】これまでの都市空間整備構想で前回までにお示ししていたものとのネッ

トワークの考え方の違いにつきまして，都市核，あるいは地域生活拠点間の

公共交通ネットワークという部分については，  委員御指摘のとおりでご

ざいまして，こちらについての表記が不十分であるということについては，

付け加えたいと思います。 

【  委員】青の間の交通ネットワークは，明示されていませんよ。青の間は，機能

連携のネットワークとなっているだけで，例えば青い線の方向に道路を造る

だとか，バスを走らせるだとかという話は，これまでそういうイメージの議
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論は，一切なかったと思いますが。 

【執行機関】これまでも，赤のラインは公共交通を中心としたネットワーク，青につ

いては機能連携のネットワーク等，交通に関わらず，機能連携のネットワー

クという概念で提示してございます。 

     今回，前回御指摘がありました，特に公共以外の広域的な交通ネットワー

クの考え方について新たに追加したということにつきましては，２の１行目

からあります，県都・水戸として，都市中枢機能の集積を果たしていく上で

は，水戸の中での都市空間整備，いわゆるインフラ整備だけではなくて，都

市核としての中心市街地，さらには産業系拠点についても，他の都市とのネ

ットワークというものが非常に重要になってくるであろうという考え方から，

インフラ整備についても，広域的な交通ネットワークについての重要性とい

うものをこちらでうたった上で，基本計画にそれらの整備を位置づけていく

という考え方で整理したものであります。 

【  委員】そうしますと，表現として，「交流の推進に向けた」というのは冗長です

よね。産業機能のための交通ネットワークが 11ページには欠けてるという御

説明から受けてますけれども，交流のための交通ネットワークは，11ページ

で重なってますよね。さらに，実際にやるときは，その広域道路ネットワー

クというのは，３番の災害に強い都市基盤づくり，これにも重要な役割を果

たしていきますし，そのあたりが，全体の整理があまりできていないように

思います。 

【副 会 長】この文言の解釈とこの絵の説明の状況なんで，これについては，今の御

意見を踏まえて，説明文でもなんでもいいから，もう一度調整したものを委

員の皆さんに送って，御理解を求めるという方法しかないんじゃないのかな。

その絵の部分の説明とこの文言はちょっと調整して，読みづらいという部分，

それから，ここにあるべきではなくて，こっちにあるべきではないかという

部分をどう整理するかということだから。 

【  委員】あらぬ誤解があったり，それから，機能連携といっているのに，あたか

もそこに交通を最優先に考えるような誤解があったり，それから，(5)につい

ては，住宅地内，市街地と書いてある黄色い部分をやるべき話なのに，この

ままだと，赤の中，あるいは青の中しかやりませんというような，あるいは

赤と青，その機能連携のところに大規模な自動車ネットワークを作るかのよ

うな，そういう誤解を受けますので，個々に対して何をやるのかというとこ

ろを整理していただかないと，せっかく全体像がまとまりつつありますので。 

【執行機関】分かりました。特に９ページの２の部分につきましては，(1)から(6)ま

であまり項目を増やさずということで整理したところでありますけれども，

そのことが，かえって対象物，何を主眼としたものなのかというのが分かり

づらいという  委員の御指摘かと… 

【  委員】いえ，そうではなくて，少なくとも黄色の中で何かをやるとか，そうい
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う話は比較的に重要性としては下になるので，もうここの９ページ，10ペー

ジ，11ページ，12ページあたりには基本的に載せないというのが全体として

のポリシーとしてあると思うんですよね。少なくとも，この都市核だとか，

今の図２の黄色い部分以外の大事なところをどうやってつないでいくかとい

うのが，８ページ，９ページ，10 ページ，11 ページで議論する話であって，

黄色の中で歩道を造るとかいうのは，各論の中でちゃんと書いてあるからと

いう整理だったと思うんですが，ですから，その辺も含めて，どこで何を書

くのかということを整理していただければと思います。 

【執行機関】前回お示ししました基本構想の部分では，こちらの(1)から(6)までも書

くということは書き過ぎだろうということで，今回，基本計画の中の更に一

段階下である基本計画の都市空間整備計画の中で，考え方を表す必要があろ

うということで整理いたしております。 

     今，  委員から御指摘がありましたところにつきましても，さきほど副

会長から，内容を整理した上で委員の皆さんから御理解を得られるようにと

いうことでございますので，再度，事務局のほうで持ち帰らせていただいて，

整理をした上で，御確認いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

【  委員】よろしくお願いいたします。 

【会  長】ありがとうございました。 

     まだまだ御意見等があろうかと思いますけれども，またこの後，時間を設

けますので，次に進めさせていただきたいと思います。 

     それでは，続きまして，基本計画のうち，第３の重点プロジェクトにつき

まして，御意見，御質問等がございましたら，お願いしたいと存じます。 

       委員，何かございますか。 

【  委員】それでは，一言。13ページです。未来への投資プロジェクトという大き

なタイトルがありますが，目指すべき姿に，「水戸スタイルの教育を通し，子

どもたちの学力向上や生きる力の育成を目指します。」と書いてあります。こ

の中で，水戸スタイルの教育というのが，どうもしっくりこない。いったい

水戸スタイルの教育とは何を表しているのか。一般市民の方がこの表現をお

読みになったときに，何をどう感じるか。行政のほうで考えている水戸スタ

イルの教育というのは，なかなか市民には伝わらない。水戸スタイルの教育

というのはいったい何かと思って，一所懸命考えるわけですけれども，一つ

は，水戸スタイルのまごころ教育とでも改めるか。あるいは，水戸が歴史的

に文武不岐，文武両道を唱えて，子弟の教育に当たってきたということから，

体と頭を両立させるように鍛えるのか。それとも，さきほどまごころ教育と

いうことを言いましたが，古くから伝わる郷土教育といったものを意味する

のか。水戸スタイルの教育というのを，直感的に分からせてほしい。このこ

とはなかなかいいなとは思うんだけれども，理解が行き届かない心配がある。
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どう考えたらいいんでしょうか。 

【会  長】ありがとうございました。ただいま  委員から，水戸スタイルの教育

とはいったいどんなものなのかということでございます。お願いいたします。 

【執行機関】ただいまの  委員からの御質問についてでございますが，水戸スタイ

ルの教育につきましては，19ページの主な取組のほうをご覧いただきたいの

ですが，主な取組・ソフトの一番上にございますが，水戸スタイルの教育の

推進といたしまして，事業概要をお示ししてございますが，水戸の先人の教

えを基底といたしまして，次世代をリードする人材の育成，さらには水戸の

特徴である歴史や自然，文化，人材をいかしました水戸らしい教育の推進と

いうものを事業概要としましてお示ししてございます。その教育の考え方の

中で，ただいまお話がございましたまごころプランの部分ですとかさきがけ

プランの部分につきまして，全体的に進めていきたいということで考えてご

ざいます。 

     今，御指摘のとおり，水戸スタイルの教育とはどういったものか，市民の

皆様に認識していただくということは非常に大切でございますので，今後，

パンフレットの作成等を進めながら，水戸スタイルとはどういったものかと

いうことを市民の皆様に御理解いただけるように進めてまいりたいと考えて

おります。 

【  委員】末尾に用語解説がありますが，そこに付け加えて解説する必要があるん

じゃないでしょうかね。 

【執行機関】巻末の用語解説に入れるという考え方もございますけれども，今，水戸

で，教育委員会を中心といたしまして，新しい言葉として整理してございま

すので，直近の 13ページのところで，水戸スタイルの教育が目指すものは何

かということを分かりやすく表記するという方向で修正のほうを検討してま

いります。 

【  委員】今のことにも関連するんですが，説明していただいた 19ページに，「学

校教育の充実」というのが最上部に書いてあります。その中で，目標指標で

学力診断のことが書いてあり，その現況と目標値が書いてあります。この指

標の欄に，体力向上に関する目標指標というものを入れる必要があるんじゃ

ないかと思うんですが，いかがなものでしょうか。学力向上に関する目標指

標だけでいいのかどうか。水戸では，さきほど申し上げたとおり，文武不岐

を唱えてきた。これは，心身両面にわたる育成の目標ということにも関係し

ているわけであります。体力関連の目標指標を掲げるべきであろうと思うん

ですが，お考えはいかがでしょうか。 

【会  長】ありがとうございました。ただいまの御意見，学力向上ばかりでなく，

体力向上に関する目標指標というものを入れてはどうかというものでござい

ます。お願いします。 

【執行機関】ただいまの指標の設定でありますが，学力だけでなく，子どもたちの体
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力，学力も含め，それぞれの総合的な能力を伸ばしていくという考え方でご

ざいます。その中で，前回の審議会でも，他の指標を考えてみてはどうかと

いう御意見もございました。教育委員会とも調整を進めているところではあ

りますが，体力に関わる部分で，数値として目標指標に掲げられる適切なも

のがなかなか見当たらないというところでございます。本日，  委員から

再度，御意見をいただきましたので，教育委員会とも，適切な指標の設定が

できるかどうか，体力も含めまして検討させていただきたいと思います。 

【  委員】では，御検討をお願いいたします。 

     国のほうでも，小中学生の体力テスト，ジャンプだとかボール投げ，そう

いう体力測定等もやっているはずなんです。そういうものが指標にならない

かなと。 

実は，次の 20ページの上半分の表の第９項に，健やかな体づくりの推進と

いうのが小項目として設けられています。それを受け止める形で，前ページ

の目標指標に体力関連として表示が必要なんじゃないかと，こういう思考過

程をたどって，御意見を申し上げたわけです。 

以上です。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】このテストの総合得点とは，全国学力学習調査のことをいっているので

しょうか。 

【執行機関】こちらの学力診断のためのテストにつきましては，全国のものではござ

いませんで，茨城県の全校に対して行っているテストでございます。 

【  委員】あと，全国体力テストについては，茨城県は小学生が全国で１位だった

かな。５年生です。中学生は全国２位くらいで，体力的には高い。 

【  委員】水戸市はすごく高いです。 

【  委員】両方大事ですけれど，学力のほうを少し高くする必要があるのかなと。 

【  委員】体力は全国でトップレベルです。 

【  委員】あと，リーダーを育てるというためには，さきほど  委員もおっしゃ

った水戸スタイルで，小学校から学級長とか学級委員長とかが皆目なくなっ

てしまったんですね。茨城県では１校もありません。それは，ある人権団体

が，なれない子はかわいそうだからということで，なくしてしまったわけで，

お世話係とか算数係とかいうことで，リーダーシップを小さいうちからトレ

ーニングする場がないんですね。よって，リーダーはなるべくなりたくない。

つらいもの，みんな言うことを聞いてくれないし，やるだけ損ということで，

小さいうちからのリーダーシップとか志を持てる教育というのをやらないと，

水戸スタイルにならないんじゃないかと。極論ですけれども，交代するリー

ダーシップですから，私は，水戸では学級委員ぐらい復活させたらどうなの

かというふうに思うんですけれども。 

【  委員】水戸スタイルの教育というところで，次世代をリードするという，まさ
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にこれがリーダーなんですよね。ですから，そういう意味合いがここに込め

られているので，あえてリーダー養成という言葉は使わなくてもいいんじゃ

ないかなと思うんですけれども。 

     さきほどの体力に関しましては，本当に各学校で力を入れてやっています

ので，引き続き，体力に関しては，健やかな体づくりの推進のところでよろ

しいんじゃないかというふうに思います。 

【  委員】頭脳関連の能力向上ということに関しては，土台になるのは体ですから，

いい体をしていないと頭のほうも育たないというような思いから，意見を差

し上げました。 

【  委員】ありがとうございます。 

【会  長】  委員，何かございますか。 

【  委員】特にありません。 

【会  長】  委員，いかがですか。 

【  委員】観光のところに，新たな商品の開発とありますよね。この部分で，開発

はするけど，それを売る場所，そういうものも付けていかないと，開発がち

ょっと滞るんじゃないかなということですね。お客さんは，これからいろい

ろな回遊性を持たせて――私たちのデータでいうと，あるいろいろなところ

では，こういう人を呼び寄せる施設がないから，水戸は上げるのに上げられ

ない。いろいろなスポーツにしても，学術にしても，やったとしても小規模

ということで，今度はこういう大きな構想がありますから，商品開発につい

ても，それをどういうふうに――今日，たまたまテレビを見ていたんですけ

れど，結城市のをやっていて，納豆をあんな売り方をするのかと，今日のＮ

ＨＫでびっくりしたんです。水戸が納豆の拠点なんですけれど，結城なんか

は，四つくらいの種類にして，乾かして，おつまみから始まって，いろいろ

な形にしてるんです。商品開発して，開発したけれど，それをどういうふう

に売っていくかというところが次の課題になるかなというふうに思います。

柱としてはいいと思います。 

【会  長】今の御意見，何かございますか。開発と販売と。 

【執行機関】ただいまの  委員からの御指摘を踏まえまして，今後，関係機関と連

携を図りながら，売る場所の確保ですとか支援体制というものも検討してま

いりたいと考えております。 

【会  長】はい，  委員，いかがですか。 

【  委員】前回，私，「商業の振興」と「農林水産業の振興」などにおける目標値の

設定の仕方についてお話をして，事業者の中での割合を出していただいたの

が，非常に分かりやすいなというふうに思っているんです。その一方で，事

業者ぐらいは，ある程度，振興施策について満足度が高いのではないのかな

というふうにも思ったんですが，蓋を開けてみたら，全市民での割合とさほ

ど大きな違いがないというのが，ちょっとショックといいますか，それだか
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らかもしれないんですが，目標値が 20％や 30％くらいというところが，確か

に実現できるかどうかという意味では，商業振興施策とか農林水産業の振興

施策というのは，現実には評価されていないという数値になっていると思う

んですね。それを評価してもらうという意味では，相当な施策を打たないと，

評価されないんだろうと思うんですが，ただ，いかんせん 20％や 30％という

目標は，ちょっと控えめ過ぎないのかなというふうに感じるんです。 

     全般的に，その他の生活面とかのものというのは，こんなに低くないんで

すよね。ですから，このアンケートを見ると，産業活性化に対する施策に関

しての評価は，どちらかというと，皆さんからあまりされていないように感

じられるのですよね。 

じゃ，この次の 10 年間はそれを巻き返すんだという意気込みが，あまりこ

こでは見られないなという感想なんです。要は，大枠としての方向感として

は，産業重視ではなくて，政策重視というのは，過去のものだけじゃなくて，

これからの 10 年も同じ路線で行くんだというふうな形にちょっと見えるん

ですね。果たして，それでいいのでしょうかという気がしてならない。その

辺，どうお考えでしょうか。 

【会  長】ただいまの  委員からの，いわゆる目標値が小さすぎるのではないか，

このままでよいのかということでございます。いかがでしょうか。 

【執行機関】ただいまの  委員からの御指摘でございますが，新たに商業，農業等

につきましても，目標指標を定めさせていただいたものでございますが，前

回，平成 13 年度の数値がまだ１％台，10％を切るような満足度という状態で

ございました。23 年度におきましても，やはり商業につきましては 10％を切

るといったところがございまして，産業の活性化というのは，まちの活性化

にも非常に大事ですので，目標についても，それから倍以上には伸ばしたい

ということで，２倍以上の数値を掲げているところでございますが，ただい

ま御指摘ございましたこちらの満足度の目標値の設定につきましては，現況

の数値も，最終的には 24年度の数値を把握しまして，再度，設定する考えで

ございますので，その際に上限等も含めまして検討させていただければと思

います。 

【会  長】ありがとうございました。よろしいですか。 

【  委員】はい。 

【会  長】それでは，  委員，いかがでしょうか。 

【  委員】未来への投資プロジェクトで，私が前回申し上げたことについて，事務

局から説明があったのですけれども，今日は第６回審議会の概要の主な意見

にも掲載していただいていますが，一つは，学力診断テストの問題で，目標

指標として掲げるべきかどうかということについて意見を申し上げました。

例えば，教員体制を拡充して，35 人学級をより広げるというような目標値を

設定すべきではないかということを申し上げたのですが，今回，いわゆるテ
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ストの総合得点のという表現は変わってはいるんですけれど，その趣旨をも

う一度御説明いただきたいと思います。 

     子育てをしている者としての実感といたしますと，宿題をやるのもきゅう

きゅうとして，それも大変というか，そういう状況の中で，水戸市の大目標

にこういうテストの点を掲げていくと，例えば，５年後の平成 35 年に，また

５点上げるというようなことになると，なかなか平均に届かない子は，宿題

がいっぱい出たり，昼休みを返上して勉強するというような，学校の現場が

そういうふうになっていくのは，私としては，あまり望ましくないんじゃな

いかというふうに思います。学力そのものの向上はもちろん大事なことなの

で，否定するつもりはないですけれども，その辺，どういうふうにお考えか

というのが一つです。 

     それから，保育所の待機児童についても，平成 29年度にゼロにしますよと

いうことで，後段の 18ページの３番にあります，民間保育園を 500 人増やし

ますよということで，公立保育所については，人数を位置づけないというこ

となんですけれども，例えば，現時点でつくば市よりも定員が下回っていた

り，あるいは就学前児童に対する保育所定員数は，類似都市の前橋よりも低

いという現実から見ますと，この目標でゼロにできるのかなということが，

まず大きな疑問であります。そういう点では，公立保育所においては，安心

こども基金が使えない，いわゆる自力財源でやらなければいけないので，位

置づける考えは今のところないというのが執行部の考えなんでしょうけれど

も，それではゼロの達成は厳しいのではないかと私は思うわけです。プロジ

ェクトの１番に掲げる大事な子育て支援ですから，自主財源だからやらない

ということでは，ちょっと市の姿勢が問われるんじゃないかなと思うので，

その２点をお伺いしたいと思います。 

【会  長】ただいま  委員からの学力診断テストの総合得点のところと保育所の

件，いかがでしょうか。お願いします。 

【執行機関】  委員から御意見ございました保育所の待機児童の件ですが，御説明

いたしますと，500 人の目標設定につきましては，総合計画に今回位置づけ

ております総人口，目標人口の年齢構成等を考慮いたしまして，将来的に子

どもたちの数がどれくらいになるだろう，さらには保育所，幼稚園のニーズ

というのがこれくらい高まるだろうと推計をした結果として，この 10 年間の

中で 500 人の待機児童を解消するための保育所の整備が必要だということで

ございますので，平成 29年度までに，この 500 人の待機児童を解消するため

の施設整備を行って，待機児童ゼロを目指していくというものでございます。 

     また，民間ではなく，公立の保育所でやってはどうかということでござい

ますけれども，保育所も含めまして，これらの行政運営につきましては，民

間でできるものは民間活力を活用していくという考え方もございます。また，

民間保育園の整備促進によって，新たな雇用の創出という効果も期待できる
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ということから，水戸市におきましては，今回，総合計画における保育所の

整備につきましては，民間保育園の整備促進によって賄っていくという考え

方で整理してございます。 

     学力診断については，担当のほうに説明させます。 

【執行機関】ただいまの学力診断テストの総合得点ということで，今回，表記が変わ

った点についてでございますが，こちらのテストの平均点につきましては，

小学校４教科，中学校は５教科ということで，小学校は 400 点満点の中での

平均点を比較しているものでございます。目標値につきましては，350 点と

いう平均点でございますと，平成 30 年度におきまして 355点に，中学校にお

きましては，500点満点のうち 400点ですと，420点にするというところで，

100 点満点の中での上限というものと誤解されてしまうということもござい

まして，総合得点という表記を追加したものでございます。 

【  委員】もう１点だけよろしいですか。 

保育所待機児童については，10 年間で 500 人とおっしゃったんですけれど

も，29年度ということは，つまりここ５年ですよね。５年で 500 人増やして

なくなるだろう，その後は増やさなくてもいいだろうという見込みであると

いうことですか。私は，解消は厳しいと思って言っているんですけれども，

仮に解消しない場合は，増やしていく方向に方針転換しなくてはならないと

思うのですけれども，それは５年，10 年のスパンではどういうふうにお考え

でしょうか。 

【執行機関】保育所のニーズといたしましては，平成 29年度の 500 人の定員増によっ

て，そこでピークを迎え，そこからはほぼ横ばいということを想定してござ

います。 

平成 29 年度を越えて待機児童が発生した場合という御質問でありますけ

れども，総合計画に位置づけた待機児童ゼロという考え方に基づきまして，

実施計画のローリングの中で検討していこうということになろうかと思って

おります。 

【会  長】よろしいですか。 

それでは，まだ御意見等ございましょうけれども，後ほど時間を作りたい

と思いますので，前に進めさせていただきたいと思っております。 

     それでは，次に，基本計画のうち，第４の主要施策の概要につきまして，

御意見，御質問がございましたら，お願いしたいと存じます。 

はい，  委員。 

【  委員】商工会議所から，いつも同じことを言って申し訳ないのですが，市民会

館を建て替えるに当たっては，多分，観光協会の中山会長も同じだと思うの

ですが，コンベンション機能について，会議，学会を呼んでくるための器と

して，市民会館を含めたコンベンションセンターを造っていくという点が載

っていないようなんですけれど，この辺はどうなんでしょうか。 
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【副 会 長】どこかに出ていたと思いますよ。 

【  委員】41ページに，コンベンション誘致活動の推進があったような気はします

が… 

【執行機関】ただいまの御質問についてでございますが，新たな市民会館の整備につ

きましては，49ページの「芸術・文化の振興」の項目に，主な取組・ハード

といたしまして，新たな市民会館の整備を位置づけてございます。また，た

だいまコンベンションの誘致活動という話がございましたが，56 ページの標

題にございますが，３番目，コンベンション施設の強化といたしまして，こ

の事業概要に，新たな市民会館の整備によりますコンベンション施設の強化

というものを位置づけてございます。 

     市民会館につきましては，今，移転改築という方向性で，内部で建替えの

場所等につきまして検討させていただいているところでありますので，今後，

第６次総合計画の策定に向けまして，内部で更に移転候補地の検討を進めて

まいりたいと思います。 

【  委員】失礼いたしました。よろしくお願いいたします。 

【会  長】よろしいですか。 

  委員，いかがでしょうか。 

【  委員】いまさらという感じもして，申し訳ないんですけれども，さきほどから

いろいろと話題になりました目標数値なんですけれども，これがどれだけコ

ミットされるのかといいますか，読んでいて非常に不安に思うところがいく

つか出てきます。それは，例えばさきほどの総合得点のところですが，県内

の平均点よりも９点，25 点上げるということですけれども，水戸市が 25 点

上げたとすると，県の平均もかなり上がるのではないか。比べるとすると，

全国平均ならば，水戸市はそれほど影響を与えないんですけれども，目標数

値の取り方としては，ちょっと違和感があるかなという感じはいたします。 

     それから，もう一つは，アンケート調査なんですけれども，アンケート調

査というのは重要な数値目標だということはよく分かるんですけれども，こ

れがどれほど安定した数値なのか，信頼できるものなのか。私は１年しか見

ていないものですから，配付された資料を見たのですが，例えばアンケート

数値のうち，安全に対する満足度です。あの数値は，震災の前後で随分変わ

ったのではないかと思います。私には正確なところは分からないですけれど

も，そんなことを考えたりしますね。そうすると，あと 10 年経って，忘れた

頃にまた満足度が上がったりするのかなというのを考えたりもしました。満

足度というのはどれほどなのか，指標として適切なのか，少し疑問に思うん

ですよね。 

     もう一つは，逆に事業者の満足度というのが，２割だとか３割で安定的だ

となってしまうと，これを上げるというのは，何かドラスティックな，例え

ば所得が２倍になるとか，そういったことがない限り，恐らくこの満足度と
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いうのは上がらないんじゃないかと。 

そういうふうに思って見てみると，恐らくこれは数値目標として掲げられ

たけれども，どれだけ信用できるのかという形で見られるのかなという感じ

がいたします。いまさらなんですけれども，数値目標は非常に設定の仕方が

難しいなと思うんですけれども，その辺を誤解のないように，あるいは一つ

の指標として一人歩きしないようなものがいいのかなということも，雑ぱく

な感想で申し訳ないですけれども，申し上げさせていただきます。 

【会  長】ただいま  委員のほうから，数値目標のコミット，１万人アンケート

の満足度，安定感についての御意見がございましたが，いかがでしょうか。 

【執行機関】ただいま  委員から，目標指標のうち，市民アンケートに関してであ

りますけれども，御指摘ありました震災が直前に発生してのアンケートにお

いての数値については，そういった震災，事実に基づいて数値が変わるであ

ろうという御指摘でございました。 

今回の市民１万人アンケートにつきましても，これまでも総合計画を作る

に当たり，市民１万人アンケートというものを行っておりまして，その中で

分析させていただきますと，例えば生活環境の満足度につきましても，今ま

で第３次，第４次の中では，公共下水道の整備というものが非常に高く，市

民の要望の中ではございました。その中で，集中的に公共下水道の整備を進

め，現在 70％を超える公共下水道の普及率になってございますけれども，そ

ういった中で，施設の整備，あるいは施策の推進によって，市民の皆様の生

活環境の満足度というものは，項目が変化しているというふうに考えてござ

います。 

そういった中で，大局的には，大きな捉え方をしますと，市民１万人アン

ケートの項目については，市民の皆様の意向を直接的に反映しているものだ

と考えております。特に，今回，こちらの目標指標につきましては，新たな

取組として第６次総合計画において設定するものでございますので，ただい

ま御指摘がありましたとおり，こちらの目標指標について，どういう考え方

で設定しているのかについては表記して，市民の皆様に誤解が生じないよう

な工夫をした上で進めていきたいというふうに考えてございます。 

【会  長】よろしいですか。 

【  委員】はい。 

【会  長】  委員，いかがでしょうか。今日，初めてということですけれども。 

【  委員】さきほどの重点プロジェクトとの関わりがある点で，２点聞きたいと思

います。 

未来への投資プロジェクトということで，具体的な施策がここに書いてあ

ります。18ページに，子どもを生み育てやすい環境づくりということで，育

てるという視点では十分に取組が進められると思いますが，生むという観点

ですね。今，晩婚化が進んで，なかなか子どもさんを生みにくい方，そうい
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う環境にあるのかなと思うんですよね。国なんかでも，合計特殊出生率とい

うものをなんとか上げていこうという取組をしているのですが，水戸あたり

で合計特殊出生率を目標の数値にしていくようなことは考えられなかったの

か。それが，まず１点目です。 

     もう一つが，さきほど  委員のほうから，コンベンションのお話がござ

いました。私も本当に大切なことだなと思っております。戻りますと，16 ペ

ージのまちなかのにぎわいの，これは中心市街地の中になると思うんですが，

その２番の中に，「コンベンション施設の強化」と書いてあります。この書き

方ですと，これはすなわち市民会館イコールまちなかという捉え方なんです

か。プロジェクトに限るのであれば，「コンベンション機能の強化」にするべ

きだと考えます。 

【会  長】ただいま  委員から，２点の御質問でございますが，子どもを生み育

てやすいというところの生むというところの数値目標は，水戸はどうですか

ということでございます。それから，16 ページの「コンベンション施設の強

化」というところを，ここのところでは「コンベンション機能の強化」とし

てはどうかということでございますが，どうでしょうか。 

【執行機関】ただいま  委員から，子どもを生み育てやすいという部分で，生むと

いうことを捉えれば，合計特殊出生率というものも目標指標になるのではな

いかという御意見でございました。水戸の場合，全国や茨城県の平均と比べ

ましても，合計特殊出生率は若干高いという状況にございます。こうしたこ

とから，最終的には，生み育てやすい環境づくりを進めて，合計特殊出生率

も上げていくという考え方は持ってございますけれども，この数値を目標と

することによって，生むことが義務的なものであるというような捉え方もご

ざいますので，やはり生むことの自由という中で，生みやすい環境づくりを

進めることによって，結果として子どもの数が増えていくというものを目指

していきたいというふうに思っております。 

     コンベンション施設につきましては，確定したような誤解が生じるのでは

ないかという御指摘でございますので，その表現につきましては，検討させ

ていただきます。ありがとうございます。 

【会  長】よろしいですか。 

それでは，  委員はいかがですか。今日，初めてですので，よろしくお

願いいたします。 

【  委員】今回，初めてですので，もしこれまでの審議とだぶってしまいましたら，

お許しいただきたいと思うのですが，17 ページからの主要施策の概要という

ところで，いくつか気づいた点を述べさせていただければと思います。 

     まず，17 ページに，さきほど  委員が保育所の待機児童数ということで

触れましたけれども，ここに 10 月１日現在，195 人という人数が書かれてい

るんですけれども，195 人の待機児童をゼロにするのに，29 年度までかかっ
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てしまうのかという誤解を生むのではないか。195 人の待機児童なのに，定

員はこれから 500 人増やしていくという誤解もあるんじゃないかというふう

に思いますので，年間を通して一番待機児童数が多い３月１日で，多分 400

人近い待機児童がいると思うんですけれども，そういう実態が一番分かる数

字を書いたほうがいいんじゃないかと思います。水戸市は大体４月で 100 人

いて，10 月で倍の 200 人になって，年度末の３月は，更に倍の 400 人になる

という実態をきちんと市民の皆さんにお伝えする点でも，なぜ，あえて 10

月１日現在を書いているのかという点が１点です。 

     あと，20ページですけれども，学校教育の主な取組のハード面の下の表な

んですけれども，学校教育のハードの３番目にプール設備等の改修というの

が，あえて小学校というふうに書いてあるんですけれども，古くなっている

中学校のプールの改修は，水戸市ではもうやらないという考えでこういう表

現になっているのか。 

     また，その下の６番の学校施設の環境整備ということで，小中学校全教室

に空調設備の設置を全部で完了させるというのが計画なんですけれども，こ

れはいわゆるエアコンということかと思うんですね。今は，夏は扇風機，冬

は各教室にストーブがたかれているのを，夏も冬も対応できるエアコンとい

うことなのかを確認したいのと。 

あとは，環境整備ということで，子どもたちの実情を踏まえると，本当に

トイレの洋式化というのが切実な願いです。和式の古いトイレで子どもたち

が苦労してやっているのを見ますと，環境整備の一つとして，トイレの洋式

化というのを全校で完了していただきたいという声が本当に高いので，いか

がでしょうかということです。 

     もう一つ，19ページに，共通して「人材」という言葉が出てくるんですね。

子どもをこれからの未来を担う人材として位置づけているものかと思うんで

すけれども，私は保護者の一人としても，人材というよりは，人づくり，人

格形成ということが小中学校では基本となるので，人材育成というと，何か

企業の戦略みたいにも受け止められるんですけれども，ちょっと一つ疑問は，

19 ページの主な取組のソフトの１に水戸スタイルの教育の推進とあるんで

すけれども，一つ目に「水戸の先人の教えを基底に，次世代をリードする人

材の育成」，この人材というのは，子どものことを指していると思うんですけ

れども，その下の「歴史，自然，文化，人材を生かした水戸らしい教育の推

進」という，ここの人材は，例えば退職した教員とか地域のいろいろなサポ

ーターなどの人材だと思うんですよ。同じ人材で全く意味合いが違うものを，

こういうふうに簡単に表記するのは，できれば直す必要があるんじゃないか

なというふうに思いました。 

以上です。 

【会  長】ありがとうございました。ただいま  委員のほうから，合計四つでし
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ょうか，御質問，御意見を頂戴いたしました。 

     まず，１点目のところで，17 ページの保育所の待機児童の 10 月１日現在

というところを，もっと実態が分かりやすい，例えば３月末にしたほうが良

いのではないかという御意見。 

それから，２点目といたしましては，20ページのプール等の設備のところ

で，小学校のプール，これは小学校だけかという御質問ですね。 

３点目が，同じところですが，環境整備ということで，小中学校の全教室

の空調，これはエアコンかどうかということと，トイレの洋式化はどうかと

いうところですね。 

最後の４点目が，19ページの人材というところ，これは人づくりとか人格

形成を意味するような表現とするほうがいいのではないかというお話で，人

材，人材とあるけれども，これは表現がこういうことでいいのかどうかとい

う点でございます。いかがでしょうか。 

【執行機関】ただいまの  委員からの御質問についてでございますが，まず，17 ペ

ージの１点目の保育所待機児童数のこちらの現況の数値についてでございま

すが，待機児童につきましては，そもそもの水戸市の人口推計を 10 月１日現

在で行っているところでございまして，その子どもの数等も考慮しておりま

すので，今回，10 月１日現在ということで現況のほうの数値を取らせていた

だいております。御指摘のように，３月になりますと，400 人という待機児

童がいるということが現実としてあります。そういった数字も含めまして，

500 人の待機児童を解消していくという考え方でございます。こちらにつき

ましては，再度，内部で検討させていただきたいと存じます。 

     続きまして，20ページの学校教育の部分の主な取組・ハードで，３点ほど

御質問をいただきましたが，プール設備等の改修ということで，中学校の表

記が今回ないということで，小学校プールにつきましては，設備等の改修を

行わないと，早急に機能等が停止してしまうという状況にございます。そう

いったものの設備改修を優先的に進めていくところでございます。先々，水

戸市の学校プールにつきましては，小学校，中学校含めまして，維持，補修

を進めながら，社会体育プールですとか，そういったものの活用を内部的に

方針整理しまして，進めていきたいということで考えてございます。 

     続いて，学校施設の環境整備ということで，小中学校全教室への空調設備

の設置でございますが，こちらはエアコンについてでございまして，小中学

校，さらには別なページにあります幼稚園につきましても，第６次総合計画

において，エアコン設置を進めてまいりたいと考えてございます。 

トイレの洋式化につきましては，持ち帰らせていただきまして，担当課の

ほうと，総合計画への位置づけ等も含めまして，検討させていただきたいと

思います。 

     続いて，ページ戻りまして 19ページになりますが，水戸スタイルの教育の
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推進というところを初め，人材という言葉づかいがいくつか出てくるという

ことで，子どもたちですとか地域の人材の部分といった意味の誤解が生じな

いようにということでございますが，水戸スタイルの教育につきましても，

御指摘のとおり，それぞれ意味が違いますので，表現につきまして，再度精

査させていただきたいと思います。 

【会  長】よろしいですか。 

  委員，どうでしょうか。 

【  委員】人づくりの問題で，少し。県や市だけの問題ではなくて，結局は人づく

りの問題かなというふうに思ったりしているんですが，ここの 19ページの５

番に，国際理解教育の推進とありますね。ここのところの一番下に，「外国人

留学生や海外諸都市等との交流による国際理解教育の推進」とありますが，

私の体験的なものも含めますとね，今年の話です。水戸市で，ある外国人が

英語の教育を教えに来た。そうしたら，校長先生は一言も英語をしゃべれな

かったので，校長先生と一回も話をしないで，英語の実習は終わったと。そ

ういう話を実話としてお聞きしています。これを聞いて，びっくりしたんで

すが，国際理解と学校で英語教育をするということと学校経営ということと，

これはなんだろうなというふうに思ったんですよ。外国人が日本に来て，小

中学校の英語教育をするというのは，本当にどういう人が来ているのかなと。

そこで，聞いてみましたら，日本に行ってみたいという希望者，学生がいた

ら，手を挙げてもらうと。じゃ君は来年だ，小学校に行きたいのかというこ

とで来ている人もだいぶいる。そして，こんなことを言っては悪いんでしょ

うけれども，それが日本の旅行，日本の観光を目当てにしながら来ている人

もいる。その人が小学校に行って，何を教えたらいいか分からない。どうし

たらいいか分からないながら，本当に本人も苦労しながら，英語を実際には

担当してきている。英語の先生そのものが悩んでいる。それで帰られたとい

う話もお聞きしました。 

そうしますとね，やっぱり小学校で英語教育をするのに，会話が大事だ，

国際理解が大事だといっておりながら，いったいどういう先生を，どんなふ

うに招いて，来ていただいてやっているのかと。それは，制度が悪いのか，

国のやり方が悪いのかは分かりませんけれども，いずれにしても，人づくり

に関係することでね，そんなやり方で人づくりされたのでは，たまったもの

ではない。さっきから教育問題ね，なんだかんだといろいろと言っておきな

がら，実際問題の場面になると，そういう形で英語教育がされているとすれ

ば，とんでもない話だ。そういう大きな疑問が一つあります。そうだとすれ

ば，先生を選ぶときに，水戸市の教育委員会での選び方を慎重に考えてほし

いという気がするし，どういう人が来てるんだということも，ちゃんと見て

ほしいというような気がします。それが一つ。 

それから，もう一つは，小学校で英語をしゃべれない先生がいっぱいいて，



23 

会話ができない。英語を担当する外国人が来ると，誰がその先生とコミュニ

ケーションをとって，誰が担当者になって授業をしてもらったらいいか，分

からない。校長も分からない。教頭も分からない。英語の先生は，文法とか

そういうものはよく分かりますけれど，会話は不得意で，なかなか通じない。

じゃコミュニケーションできるのかと。だから，子どもたちの実際の結果を

見ますと，会話のできない子どもがいっぱいできて，英作文や英文法，英文

がどれくらい読めるんだと。それも中途半端だ。それこそ生半可で終わって

いるんじゃないか。 

私は，やっぱり国際教育ならば，国際教育らしいやり方ができるような制

度と体制と運用をするようなやり方をしてもらわないと，人づくりにはなら

ない，それが結局は人間全体の人づくりに関わる問題だという気がいたしま

す。 

もう一つ大きく言いたいのは，この教員制度，免許制度。大学で教職課程

を取れば，あとは誰でも試験を受けられる，資格が取れる。だから，昔から，

教員にでもなろうかと，でもしか先生とよく言われました。教員でもしよう

か，教員しかなれない，だから，でもしか先生とよく言われたんです。私も

教員の経験があるから，なおさら感じるんですけれども，人づくりは，でも

しか先生じゃ困るんですよ。もう少し人づくりを真剣に考えるならば，国の

制度も，大学で教職課程を取れば，あとは教員の採用試験を受ければ，合格

して取れる，そんなことをしているから，27，28歳にもなった教員が，カメ

ラを自分の生徒の下に備え付けて写真で撮る。なんたることだと思いますよ。

教員の先輩として，情けなくなりますよ。そんなことをしているような者は，

人づくりといえるのかと。 

本当に大きなことを言ってしまったが，そういう感じでおりますので，人

づくりについては，もう少し慎重に，特に英語教育は根本的に見直して，考

えていただきたい。これは教育委員会だけの問題ではなくて，市民全体の問

題であり，市の行政の問題であり，いろいろな問題に関わると思いますので，

一つだけ言っておきます。 

以上です。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】  委員に関連した意見を述べさせてもらいます。 

水戸市は，学生の親善大使を派遣しているようでありますし，そのこと自

体は大いに結構だと思っております。若者がこれから国際舞台に乗り出して

いくためには，もちろん外国語は大切なんですけれども，歴史の違う国，文

化やなんかもいろいろ違うわけで，国際人になるといいますか，国際感覚を

身に付けた人材が育ってほしいというふうに思っております。この 19ページ

の一番下に国際理解教育の推進とあり，「外国人留学生や海外諸都市等との交

流による国際理解教育の推進」とある。国際理解力というのは，国際感覚も
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含めてのことと理解しております。 

     それから関連しますが，少し話が変わります。これから年少人口がだんだ

んと減っていくという社会的な変化が起こる。水戸市の人口は，放っておく

と 27万人から２万人，３万人減っていくんだけれど，それを１万人減ぐらい

で食い止めるという作戦があるという御説明がありましたけれども，この年

少者は減っていくわけで，それではどうするのかというと，量的なものを質

的なもので補う，優秀な人材を育てるということによって，水戸市は栄える

方向に進むんじゃないかと，このように考えております。 

     それから，もう一つ，学校のことですけれども，水戸城跡通り，これは二

中とか附属小とか三高とかありますけれども，道路が非常に整備されて，お

客さんを非常に迎え入れやすい体制ができた。外見はこういうふうに造られ

たんですけれども，中身はどうするのか。これから作るんだと。要するに，

先生と学生諸君，児童たち，これらの実力養成というのがこれからの課題だ

というふうに思います。 

世の中の動きを大きく捉えると，そんなことが言いたくなって，言わせて

いただきました。 

【会  長】ありがとうございました。ただいま  委員からの国際教育の制度改正，

運用，人づくり，それから  委員からの国際感覚を身に付けた人材，それ

から人口減を補うような優秀な人材の育成，それから水戸城跡通りの先生と

生徒，以上４点というようなお話ですけれども，どうでしょうか。 

【執行機関】ただいまの件ですが，まず，  委員から御指摘ございました人づくり，

一例といたしまして，ＡＥＴ，外国人の方ということで，さまざまな御意見

をいただきました。 

一つには，水戸市内部でも，そういったＡＥＴの外国人に対しましては，

現在，授業に取り組む前に，研修というものを進めております。今後も，そ

ういった進め方等で，何も分からないということのないよう，研修体制とい

うものも充実させていきたいと考えております。 

また，どのようにということでございますが，大学等から推薦をいただき

まして，外国の方を御紹介いただいているという状況でございます。そのよ

うな運用体制につきましても，御指摘の御意見を踏まえまして，更なる充実

が図れますよう，検討してまいりたいと考えてございます。 

     また，  委員のほうから，国際感覚が大事だという御意見がございまし

たが，国際理解教育の推進の中で，外国人留学生や海外諸都市との交流を通

じて国際理解教育を推進しなければならないということで，今回，位置づけ

てございます。英会話だけではなくて，他の国等を理解するということも必

要なことでございますので，そういった点につきましても，国際理解教育を

進める中で，子どもたちに学んでもらいたいと考えてございます。 

     また，水戸城跡の通りについて，二中前の景観整備を進めているところで
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ございます。その中身ということで，学生とか先生の実力養成ということが

大切だという御意見がございましたので，そちらにつきましては，御指摘の

意見等を十分に踏まえまして，今後，そういった養成を進めてまいりたいと

考えてございます。 

【会  長】ありがとうございました。 

  委員は何かありますか。 

【  委員】漠然とした感想ですが，たまたま４日前に水戸市の図書館に行きました

ら，これ（平成 25 年版水戸市の概要）が飾ってありまして，中を開きました

ら，50ページに水戸市の１日というのがあり，出生が 6.7人，死亡が 6.8人，

これでは自然増加できないよ，交流人口だよと市長が言っているとおりだな

と思って，ため息をつきました。その前のをもらっていたのを思い出して，

見てみましたら，平成 22 年は出生が 6.7人，死亡が 6.5 人で 0.2 ポイントの

差がありますから，５日に１人増えていました。ですから，水戸市のターニ

ングポイントは 23 年から落ちていくんだなというのをちょっと感じました。 

     それから，事業主体の話でありますけれども，言い方は二つあるかと思う

んですけれども，一つは，水戸市がやるものでありますから，国際交流が県

にあろうとも，水戸市がやることであるという理解の仕方で考えるべきでは

なかろうかという言い方と，市観光協会よりは水戸観光協会と，より具体的

な，誤解がないような形になるというようなことも，あえて申し上げておき

ます。 

以上です。 

【会  長】ありがとうございました。 

それでは，  委員，何かございますか。 

【  委員】肝心なことは，観光の交流人口を 450万人に増やすという目標設定があ

って，次の 42ページなんですけれども，偕楽園公園（千波公園等）の整備と

いうところで，小さい項目の「偕楽園公園（千波公園等）整備基本計画の策

定」ということで多分くくられちゃっているかと思うんですけれども，園内

のバリアフリー化について，よそから来るお客様で健常者でない方にとって，

どこからも入ってこられないような現状なので，観光交流人口を増やすとい

う大きな目標があるのであれば，ここにくくらないで，一つ言葉を入れてい

ただきたいなというふうに思うんですけれども。 

【  委員】お言葉だけど，それは県に向かって言わないと。 

【  委員】それが，偕楽園は，国と県と水戸市とそれぞれのエリアが非常に絡まっ

ていて，そこは県だよ，そっちへ行ってくれ，それはこっちに行ってくれと

いうことで，なかなか意見が通りにくいということは感じているんです。た

だ，外のほうの周りだけ回遊とか千波湖を整備するといっても，観光として

のお客様をターゲットにした場合は，おもてなしの心とかはいうんですけれ

ども，10 年先を見据えていく計画であれば，あっちへ，こっちへの問題も抱
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えながら，もうちょっと具体的にいっていただかなければ，一向に改善され

ていかないと思います。水戸ならではといったら，やはり偕楽園というのは

大きい観光地だと思いますので，ぜひそれを捉えた回答がほしいなという思

いです。 

     それから，もう一つ，62ページなんですけれども，男女平等について，表

のくくりで項目はあるんですけれども，いろいろな活動の基盤として，地震

で今は文化交流プラザのほうに間借りしているような感じで，不便な活動を

強いられているというところもあるので，今，こういう取組で先を見越すと

いうことであれば，コンベンションの機能施設とかという言葉が出てきたの

で，男女平等の施設もちょっと言葉にほしいかなというふうに感じました。 

     あと，65 ページで，日頃からどうかなと思っているのですが，「お年寄り

便利帳」という非常に便利で分かりやすい冊子を市で配っています。ソフト

の取組の３番のところです。これはどういう方に配られるような部数で発行

しているのか。各家庭には行かないんです。例えば，民生委員でお年寄りに

配りたいからと言っても，それは頂けないんです。たまたま保健センターの

ほうに行って，残部があれば，それだけというような頂き方なので，これは

どういう人たちを対象に間に合うように発行しているのか，ちょっとこの場

で聞きたいなというふうに思ったのですけれども。 

【会  長】分かりました。ただいま  委員のほうから，３点ございました。まず，

１点目は，偕楽園公園内のバリアフリーの件，おもてなしの心というところ

であります。それから，２番目が，男女平等につきまして，コンベンション

施設ができるのであれば，男女平等の施設についてもというお話でございま

す。最後が，「お年寄り便利帳」，これはどういう方たちに配られるのか，そ

の対象，部数ということです。よろしくお願いします。 

【執行機関】まず，１点目の偕楽園公園内のバリアフリー化につきましては，観光を

進めていく上で最重要な拠点でありますので，これまでも管理者であります

県との協議を進めてきたところであります。引き続き，こちらの施策を推進

する上でも，県との協議を進めてまいります。 

     また，男女平等の拠点機能でありますけれども，現在，震災等の影響もあ

り，休止中ということでありまして，できるだけ早期に，拠点施設の機能に

ついてどのようにするかという方針を結論づけてまいります。 

     「お年寄り便利帳」については，申し訳ございません，配布している対象

等について，十分に把握しておりませんので，後日，対象者，配布の方法に

ついて御連絡を差し上げます。 

以上でございます。 

【会  長】ありがとうございました。よろしいですか。 

【  委員】ぜひともバリアフリー化は進めていただきたいです。 

【会  長】 バリアフリー化はぜひ進めてほしいそうです。ありがとうございました。 
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【  委員】それに関連してよろしいですか。 

今の偕楽園公園の整備基本計画なんですが，一つは，基本計画の策定自体

で県と連携される予定があるのかないのかということと，それから，「千波公

園等」になっていますが，例えば本園の北側だとか東側の駐車場だとか，そ

の辺も含めての「等」という理解でよろしいのかと。お願いします。 

【執行機関】ただいま  委員から御質問ありました「千波公園等」ということでご

ざいますが，基本的には，市が管理する千波公園を中心といたしますが，全

体の構想，全体の整備計画としましては，県管理の部分の偕楽園，あるいは

偕楽園公園，田鶴鳴梅林まで含めまして，全体計画としては県と協議しなが

ら計画をまとめていくということを想定してございます。 

【  委員】ありがとうございました。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】ちょっとお聞きしたいのが，例えば 42ページに，おもてなし力の向上と

あるんですが，いろいろな観光地をいくつか見てきましたが，観光がうまく

いっているところのお話を聞くと，おもてなしをするそこの住民たちの気持

ちですね，そこが一番のポイントになります。いろんなイベントはやるんで

す。やるのは大体どこも同じなんですよね。それから，マイスターを含めて，

ボランティアも大体どこにもいます。だから，どこが違うかというと，その

地域の住民参加というか，コミュニティの人たち，例えば中心市街地だった

り，中心市街地で商売を行っている，お店を開いている方たちですとか，そ

ういう人たち一人一人の構え方みたいな，その教育というのはすごく必要だ

ろうと思います。そういう人たちの態度といいますか，正直言って，あまり

良くないお店というのもあります。入って，無視されることもあります。入

って，何買いたいのというようなお店もありますし，今どき，ああいうとこ

ろがあるのかなという部分があります。やっぱり，そういうところを直して

いかないといけない。さきほどあった千波湖に来ても，千波湖だけじゃない

んですよね。商店街でいろいろな買い物をして帰って，また来ようかなと。 

やっぱり一番は，人なんですよね。ここにハード，ソフトを押さえている

んですが，ソフトのところにも，人と人とのあり方とか，そういうところを

どうやって組織化していくのか，その辺の協働のあり方というか，協働も係

るんですけれども，観光とかまちづくりの基本的なものというのが，いまひ

とつ筋が見えてこないイメージという，そういう感想が一つあります。 

     それから，もう一つ，さきほど教育の話を聞いていて私も感じたんですが，

リーダーシップ経験というのは，子どものときから必要なものですし，海外

を見ても，リーダーシップ経験，つまり権力とリーダーシップは全然違うん

ですよね。人を動かしていく，子どものときからそういう訓練というのは非

常に必要なんですね。お互いに周りの人は何を考えているのか，何を言って

いるのか，そういうものをまとめていく力，そういうものは教育の一番の本



28 

質だと思いますし，ある外国の研究者は，教育はリーダーシップだと言い切

っているわけですから，やっぱりそこは少し考えないといけないかなと。さ

きほどお話を聞いていて，体は立派で頭はというのは，やっぱり本末転倒だ

と思います。教育は逆だと思います。体力も必要ですけれどもね。 

以上です。 

【会  長】ありがとうございました。ただいまの  委員からのお話，いかがでし

ょうか。 

【執行機関】ただいま  委員から御意見いただきましたところで，１点目のおもて

なし力の向上というところで，42ページに，事業概要として，タクシーです

とか，おもてなしマイスターといった人を対象とした制度を継続的に進める

という事業もございます。当然，御指摘のとおり，まち全体でおもてなし，

温かく迎えるといった気持ちというのも大事だと考えておりまして，今回は

まち全体のおもてなし力の向上というものを進めていきたいと考えてござい

ます。そういった施策につきましても，今後，全体の計画をまとめる中で表

現しながら進めていきたいと考えてございます。 

     また，２点目のリーダーシップを伸ばすことも必要だという御意見でござ

いました。そういったリーダーシップ，リードする人材，子どもというのを

育てていくということが，今後の水戸市の学校教育の中で大事だと考えてご

ざいまして，そういった御意見を踏まえたものにつきましても，取り組んで

まいりたいと考えてございます。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】端的に二つなんですけれども，一つは，37 ページの再開発の件と 40 ペ

ージの区画整理のことなんですけれども，いずれも土地の評価が上がり，床

も高層にすれば活用が高まるという前提の，つまり右肩上がりの時代の事業

だと思っていて，今年，大工町が完成しましたけれども，テナントがなかな

か埋まらないという実態で実証されてしまったということを見ますと，従来

型の再開発頼みというのは，見直したほうがいいのではないかと私は思うん

ですけれども，これはどういう取組を展開しようとしているのかと，改めて

ちょっと聞いておきたいと思います。他のまちなかのにぎわい，まちなか居

住を増やしていくということは，もちろん必要なことですが，活性化の起爆

剤として，再開発頼みというのはどうなのかというふうに思うので，その点

についてお聞きしたいということであります。 

     それから，もう一つは，いくつの項目にもわたってしまうのですが，例え

ば 31 ページに都市下水路があったり，33 ページに歩道があったり，狭あい

道路が 40ページにありますけれども，要するに，５水総の目標や実績と比べ

ても，実績と同等か，それを下回るものもあるというふうになっています。

例えば 31ページの排水路ですと，目標比だと５割くらい，前も同じようなこ

とを申し上げたと思うんですけれども，33ページのガードレールですと，目
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標比で５割という感じなんですね。要するに私が言いたいのは，未整備延長

があって，それに対して，６水総をやれば，これだけ達成するんですよとい

うのが見えないといいますか，やる数というのは出ている。例えば 33ページ

の鉛製給水管なら分かるんですよね。延長が書いてあれば，なおいいと思う

んですけれども，今まだ４割ですよ。これが終わる頃には，100％にしますよ

と。例えば歩道とか狭あい道路もそうですね。狭あい道路は 40ページですけ

れども，３万メートルだと。例えば，今待っているのに，整備するのに大体

10 年くらいかかると執行部は言っていますけれども，今あるものだけじゃな

くて，毎年６月議会，９月議会で市道認定は必ず増えてきますから，増える

ことはあっても減ることはないわけですから，100％がどんどん先に行くわけ

ですよね。ですから，それとの関係で，39ページでは生活道路の満足度を 30％

まで上げますよというふうになっているわけなんですけれども，つまり言い

たいのは，やるというメートルもいいんですけれども，未整備に対してどれ

だけ達成しますよということのほうが分かりやすいし，いいんじゃないかと

思うんですが，いかがでしょうか。 

【副 会 長】エリア指定をやめないと，整備はどんどん増えちゃうんだよ。だから，

目標は，あくまで今の現状の目標であって，今言うように，どんどんエリア

指定で住宅地が増えれば，どんどん増えちゃう。それを言い出すと，それが

果たして今求めているスマートエコシティなのかという，そこのところに問

題が行っちゃうんだ。 

【  委員】だから，コンパクトシティとの関係もありますよね。 

【会  長】いかがでしょうか。市街地再開発は今後どういう展開かということと，

未整備の延長に対する達成度にしてはということについて。 

【執行機関】ただいま泉町１丁目北地区の市街地再開発事業につきまして，御意見，

御質問いただきましたけれども，資料の 36 ページにありますとおり，活性化

の起爆剤というだけでなく，都市核，中心市街地の強化を図っていく上で，

さまざまな都市中枢機能をいっそう集積していくという考え方がございます。

それに併せて，定住化の推進，交通体系の整備，さらには交流拠点としての

再開発を一体的に進めていくという考え方でございます。具体的な内容等に

ついては，現在，整理をしているところでありますけれども，水戸芸術館，

さらには先行して整備しました泉町１丁目南地区，いわゆる京成百貨店，こ

れらとの関連性，連携性を考慮しながら，泉町１丁目地区の広域的な中心市

街地の強化に向けた拠点としての整備を推進するという考え方でございます。 

     また，狭あい道路，あるいは交通安全施設である歩道等の整備につきまし

ては，未整備区間の整備を進めるという目標の考え方ということではなく，

地域，地域において，市民の皆様からの要望箇所を中心に整備を進めていく

ということでございますので，第５次総合計画における実績等を踏まえまし

て，全体的な事業費等のバランスをとって，今回の整備目標を設定したとい
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うものでございます。 

【会  長】ありがとうございました。 

【副 会 長】ちょっとよろしいですか。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【副 会 長】今の再開発計画なんだけれども，平成 17年にまちづくり三法が変わって，

従来の再開発形式から，事業主体者が責任を持ってやるという再開発事業に

変わっているわけですよ。ただ，水戸市がこれから進めていく再開発事業と

は，従来型でやるのか，それとも新しくまちづくり三法が変わった中での補

助金制度を利用したやり方をするのか，これによって大きく開発の手法が違

ってくる。このことだけは，もう少し考えていただきたい。 

     それから，もう一つは，人づくりをして，その人がどこで働くのかという

部分についてのプロジェクトが，あまりにも今までどおりのものが書いてあ

るだけで，貧弱だと。だから，せっかく人を教育して，すばらしい人が外で

学校に行って，東京で育っても，その人たちが帰ってきて，どこで働くのか

といったときに，働く場所の提供については，従来型の今までの問題点が書

いてあるだけで，新たな思考がない。今回の第６次総合計画の中で，自然の

人口動態でいくと，２万 5,000 人から３万人くらい減るわけだから，それを

27万人にしようとしているとすれば，そこで交流人口も大事だけれども，そ

こに住みついてきてくれる人が少なくとも２万人くらいいなければ，27万人

の達成は非常に厳しい。じゃどういう人を水戸にはりつけるのかといった場

合，水戸で育った人が，水戸で優秀な人が育てば，その人たちに帰ってきて

もらう，そして，そこで活動してもらって，納税を増やしてもらう，それで

水戸が豊かになる，元気が出る。この構造にするための産業構造というのは，

水戸はどうするのですか。こういうところがやや足りないのかなというふう

に思ったので，お話いたしました。 

【会  長】事務局，よろしくお願いします。 

【執行機関】ただいま副会長から御指摘いただきました水戸市の目指す産業の発展，

産業の振興の方向と，さらには雇用の場，働く場の確保というものは，水戸

の活力あるまちづくりを進める上で，非常に重要であるというふうに認識し

ております。 

今回の第６次総合計画におきましても，具体的には 46 ページ，47 ページ

の中で，既存の産業を育成することと併せて，新たな産業としての企業立地

の促進に向けたこれまでの助成制度だけではなく，新たな企業立地が進むよ

うな助成制度の充実を図っていく，あるいは誘致，再生の強化を図っていく

というものについて，力強く進めていきたいというふうに考えております。 

さらには，水戸で業を起こす起業の支援につきましても，これまでの創業

支援塾だけでなく，インキュベーション施設，あるいはサポート体制の充実

によって，水戸で業を起こしていただける人の育成というものについても，
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力を入れていきたいと。そのことによって，47 ページにもあります各種産業，

それぞれの産業の振興によって，就業機会の拡大に努めていくということで

ございまして，それらを統括した産業振興を図っていくための産業振興ビジ

ョンというものを，第６次総合計画を策定した上で，個別の計画としてまと

めていきたいというふうに考えております。 

そういった中で，それぞれの産業の連携を図りながら，企業の立地，ある

いは起業支援，さらには既存企業の支援等を通しまして，産業の振興を通し

た雇用の促進というものを力強く推進するよう努めてまいりたいというふう

に考えております。 

【副 会 長】それでいいけれども，今までやってきたことと同じことがここに書かれ

ているような状況では，なかなか新たな産業の創出はないよ。県内の状況を

見ると，今，水戸を避けて出店している傾向があるよね。だから，茨城町と

合併していれば，茨城町の県の工業団地と茨城町が独自に開発した工業団地

を使えた。しかし，合併ができなかったために，アウトになってしまった。

そういうことになると，新たな産業をどこでやるのといっても，今は持って

くる場所が西流通と住吉しかないわけだから，現実には空いているところは

米沢の土地くらいなものでしょ。そうすると，そこも市外の人が買っちゃっ

たという話になると，なかなか新たな産業で２万 7,000 人，３万人を収容す

る場所というのはどうなんですかというところが，非常に疑問だよ。それは

個別計画の中できちんとやるということだから，それはきちんとやっていた

だきたい。それじゃないと，水戸の商工会議所だって元気にならないでしょ。

よろしくお願いします。 

【会  長】ありがとうございました。 

まだまだ，いろいろと御意見があるかもしれませんけれども，時間も進ん

でおりますので… 

【  委員】１点だけよろしいですか。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【  委員】さきほども御指摘があったのですけれども，28ページの防災に関しての

目標が 60％ということですが，これはなぜ 60％にしたのかというのは，市民

が分かるように後から説明しますというお答えをされていたんですが，結構

それ，厳しいと思うんですよね。ですから，このシナリオからいくと，評価

できるような市民を育てていくと，いろいろな防災の状態を分かっている市

民を育てていくというのがベースにあれば，その市民に評価していただくと

いうのも分かるんですけれども，ちょっと無理じゃないかなと思うので，あ

まり無理しないで，その辺の目標設定を見直していただいたほうがいいんじ

ゃないかなというふうに思います。コメントです。 

【会  長】いかがですか。 

【執行機関】ありがとうございます。 
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【  委員】一ついいですか。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【  委員】43ページです。中段に書いてある主な取組・ソフトの３項，起業支援の

充実であります。これには，商業の振興に関して記載がされております。事

業概要で「創業支援塾の開催」とあるんですが，支援塾は，いわゆる起業し

ようという若者が次から次へと挑戦できるように，毎年繰り返して実施する

ことが望ましいというふうに思っております。単発的な開催では，効果が実

際には表れてこない。創業には時間というか，年数がかかるものです。辛抱

強く支援していく，指導していく必要があろうかというふうに思っておりま

す。副会長が言われるように，どういう産業に特定して，水戸の産業を伸ば

すかというのは，シリコンバレーみたいに特定化できればいいんですけれど

も，とても無理ですが，無理の中で何か探さないといけないですね。できな

いと言っていたのでは，未来永劫できない，水戸は潰れるということになる。 

     それから，次のページの 44 ページの５項，６次産業化の推進です。事業概

要に「販売拡大や新規商品開発のための試作への支援」とあります。新しい

商品開発には，失敗は特に付き物です。失敗があるから，成功したときの価

値が高いんです。失敗を恐れず，チャレンジする。１回失敗したからといっ

て見放すという姿勢では，新しい産業は立ち上がることはできないと。失敗

は非常に価値がある経験なんで，それを認める，許容するような心の広い見

守り方が必要だというふうに思っております。感想です。 

【会  長】ありがとうございました。 

それでは，まだまだ御意見等あろうかと思いますが，ございましたら，事

務局のほうまでお願いしたいと思います。 

本日，これまでに頂きました御意見等につきましては，事務局のほうで整

理をさせていただきたいというふうに思いますが，水戸市第６次総合計画・

骨子「素案」の方向性につきましては，おおむねこれでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会  長】ありがとうございます。それでは，素案のとおりの方向性でまとめさせ

ていただきたいというふうに思います。 

     それでは，次に，（２）のその他でございますが，今後のスケジュール等に

つきまして，事務局より説明をお願いいたします。 

【執行機関】（今後のスケジュール等について説明） 

【会  長】ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして，御質問，御

意見等ございましたら，お願いしたいと思います。 

よろしいですか。 

それでは，最後になりますけれども，繰り返しになりますが，再度，確認

のため，次回の日程についてお願いいたします。 

【執行機関】（次回の日程について説明） 
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【会  長】それでは，次回は，ただいま御説明ございましたように，９月下旬に総

合計画の素案につきまして御審議いただきますとともに，小委員会の選任等

につきましても，進めてまいりたいと考えております。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会  長】それでは，本日の議事を終了させていただきます。長時間にわたりまし

て御審議をいただきまして，まことにありがとうございました。 


